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令和５年度第３回三田市子ども審議会

(令和６年３月２１日）



１．審議の必要性

「子ども・子育て支援法」では、「利用定員」を定めようとするときは、あらかじめ、 審
議会その他の合議制の機関、もしくは、子どもの保護者等の意見を聴かなければな
らないとされている。

子ども・子育て支援法
（特定教育・保育施設の確認）
第３１条 （省略）

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、
あらかじめ、第７２条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっては
その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事
者の意見を聴かなければならない。
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２．利用定員設定に関する考え方

１ 背景

本市における子ども・子育て、就学前教育・保育施設の状況は次の通りである。

①農村地域を中心として、全市的に子どもの数が減少している。

②共働き家庭の増加等により、長時間保育のニーズが高まっている。

③認定こども園等の長時間保育に対応できる施設は、「ニュータウン」や「市街地」に集中し「農村地域」に

は設置されていない。

これらを踏まえ、令和4年2月に「三田市立幼稚園再編計画」を策定し、農村地域に所在する広野・本庄

・藍幼稚園3園を再編し、3歳～5歳児を対象とした認定こども園1園を開設することで、保育サービスを拡充

(3歳児保育の実施、預かり保育の拡充など）することにした。

２ 認定こども園みつば幼稚園の定員設定について

閉園する広野・本庄・藍幼稚園区における子どもの数の推移等を踏まえ、みつば幼稚園の1号認定の利用

定員を現行3園の135人から60人減となる75人に設定した。

一方で、農村地域の長時間保育の保育需要に応えるため、新たに2号認定の利用定員を各年齢5人、合

計15人に設定した。

３ 開園による効果

・農村地域の保育ニーズに応え、子どもの成長にとって必要な望ましい集団規模や教育環境が整えられる。

・みつば幼稚園開園により、隣接するウッディタウンの2号認定の入所待ちの緩和が期待できる。
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施 設 名 称 三田市立認定こども園みつば幼稚園

設 置 場 所 三田市上井沢３１０

最 寄 駅 ＪＲ広野駅から500ｍ（徒歩7分）

事 業 者 三田市（三田市三輪2丁目1番1号）

教育・保育に
おける実績

①広野幼稚園(定員９０人、開園：昭和５０年４月）
②本庄幼稚園(定員１５人、開園：昭和５７年４月）
③藍幼稚園(定員３０人、開園：昭和６０年４月）
①②③の幼稚園を集約し、広野幼稚園舎を活用して

・・・令和６年４月１日から認定こども園へ移行

施設の種別 幼稚園型認定こども園

移行予定日 令和６年４月１日

利 用 定 員
１号認定 ２号認定

３号認定
計

１・２歳 ０歳

７５人 １５人 － － ９０人

４．令和６年度 認定こども園に係る利用定員について
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※令和６年４月１日移行時点の利用定員となります。
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＜参考＞三田市立認定こども園みつば幼稚園の概要について

１ 利用定員（年齢別）及び4月内定者数

２ 施設面積及び施設概要

（１） 施設面積：約５，３８４㎡

（２） 施設概要：鉄骨造

管理棟地上１階建て、保育棟地上２階建て 延床面積７６２㎡

【単位：人】
１号認定 ３歳 ４歳 ５歳 合計

利用定員 20 25 30 75

４月内定者数 17 7 14 38

２号認定 ３歳 ４歳 ５歳 合計

利用定員 5 5 5 15

４月内定者数 5 6 4 15

合計 22 13 18 53



みつば幼稚園の施設について
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外観
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